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歯科衛生士からお口の健康づくりに関すること、管理栄養士から 

シニア世代に大切な栄養についてお話します。 

みんなでフレイルをスマイルに！ 

 

■日 時 令和 6年 8月 26日（月） 午前 10時～11時 30分 

■会 場 崎津公民館  

■対象  どなたでも（予約不要） 

■参加費 無料 

■問合せ 米子市健康対策課 ２３－５４５４ 

ほっとひといき       「ちゃん・くん・さん」 

 

 

日本海新聞が６月から小学生の呼称を男女とも「さん」に統一しました。人権意識の変化でしょう。ネットで調べて

みると，毎日新聞は２０１６年春から，入学前は「ちゃん」入学後は「さん」と規定しているとか。 テレビ等も調べて比

べてみるとおもしろそうですね。 

また読売新聞によると，東京都の品川区議会は今年２月，見学に来た６年生の疑問をきっかけに議場での呼称を

「君」から「議員」に改めたそうです。これで，２３区のうち２１区が「議員」，２区が「さん」になったとか。因みに米子市

議会は「市長・議長・議員」（米子市会議録検索システムより），鳥取県議会は知事も議員も 

 

崎津地区人権・同和教育推進協議会 会長 徳永哲郎（７区） 

「おはよう！」（2024.7.17） 

「君」（鳥取県公式サイト「とりネット」より）。国会は「先例集」という規則で「敬称として 

『君』を用いる」とされています。起源は松下村塾で，身分が異なっても自由に意見が言え 

るようにと吉田松陰が始め，塾生の伊藤博文に受け継がれたとか。 

私が教師になった頃は「男子は君，女子はさん」でしたが，崎津から転勤してきた先生に 

「苗字でなく名前で呼ぶ方が親しみを感じる」と言われ，ならったことがあります。でも当 

時の崎津は同じ苗字の子が多く，それが必然だったのかもしれません。 

 

 

お口と栄養の健康教室！フレイルをスマイルに☆ 

 

新生児ご誕生 

  
 

５区 松本 心大 様 沙也加 様のお子様 

 咲人
さ く と

 ちゃん（令和 6年 4月 6日）生 

 

３区 木村 道弘 様 紀子 様のお子様 

   結
ゆい

星
せ

 ちゃん（令和 6年 5月 31日）生 

  
自治会加入者対象に崎津自治連合会と崎津地区社会福祉協議会と 

合わせて 10,000 円 のお祝い金をお渡ししています。該当される

方は、崎津公民館までお申し出ください。 

 

 

 

           

令和７年米子市二十歳を祝う会 

実行委員と記念感想文を募集 

■令和７年米子市二十歳を祝う会 

 対象者 平成１６年４月２日～平成１７年４月１日に生まれた方 

と き 令和７年１月３日（金）午後２時～３時３０分 

ところ 米子コンベンションセンター 

■実行委員を募集します 

米子市では、米子市二十歳を祝う会を皆さんの思い出に残るものに

するため、新たに二十歳を迎えられる方々による実行委員会形式で

行っています。記念品を検討したり、イベントを企画したりと内容

は様々です。みんなで二十歳を祝う会を作っていきましょう！ 

・会議 月 1～2回、原則平日の夜に開催 

（Ｅメールでの意見交換、Web会議での参加も可） 

・募集締切 ７月３１日（水）（締め切り後も随時受付） 

・応募方法 住所、氏名、電話番号を明記のうえ E メールでご応募

ください。 

■記念感想文を募集します 

「二十歳になって」「感謝の気持ち」「私の夢」「米子市民として」 

など、二十歳として今感じることや思いをお送りください。 

入賞賞品や参加賞をご用意しています。 

・字 数 400字詰め原稿用紙３枚程度 

・応募締切 １０月３１日（木）必着 

・応募方法 住所・氏名（ふりがな）・電話番号を明記の上、 

郵送または E メールで応募してください。 

・応募資格  令和７年二十歳を祝う会対象者で、当日の式典に参加

可能な方。※応募された作品は、広報よなごやホーム

ページ等に掲載する場合があります。 

 

問い合わせ先 担当課 生涯学習課  

電話番号：0859-23-5442    

Eメール：shogaku@city.yonago.lg.jp 

 

 

子育てサークルのご案内 
 

日時：８月８日（木） １０：３０～１１：３０ 

場所：弓ヶ浜子育て支援センター（富益保育園となり） 

電話：２８－８８６０ 

 

親子で歌を歌ったり、絵本を見たり 

楽しい時間を過ごします。 

遊びに来てくださいネ。 

 

 

 

 

 

 

 

公民館を利用される皆様へ 

⚫ 使用後は、使用した備

品を元の場所へ返却

し、清掃をして原状復

帰を行ってください。 

⚫ 消灯・エアコン、ガス

の開閉・戸締りの確認

をお願いします。 

⚫ ごみはお持ち帰りく

ださい。 

⚫ 使用簿の記入をお願

いします。（窓口に置

いてあります。） 

 

 

 

 

 
お口と栄養の健康教室！フレイルをスマイルに☆ 

『 崎津小学校 町たんけん 』 

先月、崎津小学校 2 年生の子どもたちが、町たんけんに来

てくれました。公民館ってどんなところかわかったかな？

また遊びに来てね♪ 
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